
新型コロナウイルス感染症対策

個人向け／事業者向け支援策
令和３年８月１日現在の、 国 ・ 県 ・

市等による新型コロナウイルス感染

症対策の支援策をお知らせします。

ご活用ください。

給
付
金
等

●子育て世帯

低所得の子育て世帯 （ひとり親世帯） の生活を支援するため、 特別給付金を給付します。

【対象】

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者 （給付済）

②公的年金等を受給していることにより、 令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、 児童扶養手当を受給している

方と同じ水準となっている方

【給付額】 対象児童１人当たり５万円

子育て世帯生活支援特別
給付金 （ひとり親世帯分）

こども課　こども ・ 家庭支援係

☎72-2101 （内線611 ・ 614）

国新規

低所得の子育て世帯（ひとり親以外の子育て世帯）の生活を支援するため、特別給付金を給付します。

【対象】

令和３年3月31日時点で、18歳未満の児童 （障害児の場合は20歳未満） を養育する方 （※

令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

①令和３年度の住民税が非課税の方

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月１日以降の収入が急変し、 住民税

非課税相当の収入となっている方

【給付額】 対象児童１人当たり５万円

国新規

子育て世帯生活支援特別
給付金 （ひとり親以外の子
育て世帯分）

こども課　こども ・ 家庭支援係

☎72-2101 （内線611 ・ 614）

●感染または感染の疑いで無給や減給になった方

国民健康保険被保険者で、 会社等を休み、 事業主から十分な給与等を受けられない方に、

傷病手当金を給付します。

【対象】 新型コロナウイルスに感染した、 または感染が疑われる方

【給付額】 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２/３× 

支給対象日数

市令和２年度から継続

国民健康保険の傷病手当金
高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線322）

後期高齢者医療被保険者で、会社等を休み、事業主から十分な給与等を受けられない方に、

傷病手当金を給付します。

市令和２年度から継続

後期高齢者医療の傷病手当金
高齢者・ 保険課　医療係　☎72-2101 （内線327・328）

そ
の
他

ちの泊まって応援キャンペーン
「ちの割 第２弾」

対象宿泊施設に長野県居住者が宿泊する際、 宿泊割引および地域で利用できる観光クー

ポンを配布します。

【割引金額】 １人１泊2,000円＋観光クーポン1,000円分

【割引の条件】 １人１泊あたりの基本料金が2,000円以上

【割引適用方法】 ①ちの割を適用できることを確認し、 宿泊施設を予約

 ②チェックイン時に宿泊助成金利用承諾書を記入

【割引助成人数】 35,000人 （予定）。 予定割引人数に達し次第終了

【割引対象期間】 ７月１６日 （金） チェックイン～９月３０日 （木） チェックアウトまで

市新規

ちの割専用コールセンター

☎090-7254-9781

イベントを中止などした主催者
に対する払戻請求権を放棄し
た者への寄付金控除の適用

イベント等の参加費、 入場料などの払戻を請求しなかった場合に、 放棄した金額が所得税

や個人住民税における寄附金控除 （税額控除） の対象となる場合があります。

市

税務課　市民税係

☎72-2101 （内線172〜174）

令和２年度から継続

減
免
・
猶
予

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、 一定程度収入が下がった方に対して国民健康保

険税の減免を行います。

【全額免除の対象】

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前年より３割以上減った方

②前年の合計所得が1,000万円以下

③減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下

市令和３年度分の申請

高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線322）

収入が減少し、 市税の納付が困難な場合は、 最長１年間、 市税の徴収猶予を受けることが

できます。

市令和２年度から継続

市税の徴収猶予
税務課　収税係

☎72-2101 （内線194〜199）

後期高齢者医療保険料の減免

【全額免除の対象】 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前年より３割以上減った

②前年の合計所得が1,000万円以下

③減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下

市

高齢者 ・ 保険課　医療係

☎72-2101 （内線327 ・328）

令和２年度から継続

介護保険料の減免

【全額免除の対象】 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前回より３割以上減った方

②減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下の世帯

市

高齢者 ・ 保険課　介護保険係

☎72-2101 （内線336 ・337）

令和２年度から継続

国民年金保険料の免除 収入の減少や失業、 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など一時的に国

民年金保険料を納付することが困難な場合、 一定の要件に該当する方は、 国民年金保険料

の免除や納付猶予を受けることができます。
岡谷年金事務所　☎23-3661

高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線324）

令和２年度から継続 国

●収入減により家賃が払えない方

【対象】 離職や減収などで住居を失った、 または失うおそれの ある方 （※申請者の世帯の

収入および資産、 申請者の求職活動の要件があります。）

【給付額】 単身世帯 月額31,800円以内、 ２人世帯 月額38,000円以内、

 ３～５人世帯 月額41,300円以内

【給付期間】 原則３か月、 最長９か月

【再支給】 住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、 解雇以外の離職や休業伴う収

入減少の場合でも申請により１度限り、 ３か月間の再支給ができます （9月30日

（木） までの申請受付）

住居確保給付金

地域福祉課　生活福祉係

☎72-2101 （内線317 ・318）

令和２年度から継続 市新型コロナウイルスワクチン
接種会場への送迎支援

ワクチン集団接種会場 （健康管理センター） への送迎支援として、 茅野市社会福祉協議会

が専用車両で送迎することができます。 平日の９時から17時３０分までの間で、 ワクチン接

種予約日に合わせて送迎します。 （料金は無料です）

【対象】

①自家用車の運転ができない方 （運転免許証を有しない方）

②家族の送迎が望めない方

③送迎車両に自ら乗降できる方 （乗降に介助を要する場合は介助者の同乗を求めます）

④公共交通手段を利用できない方

新規

茅野市社会福祉協議会

☎73-4431

【ワクチン接種送迎予約専用ダイヤル】

☎８２-３３９０

※接種予約日の1週間前までに予約

社

※

左
記
２
つ
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

【個人向け支援策】新型コロナウイルス感染症対策

●休業等により収入減した方

世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っており、 世帯主、 世帯員の能力、 資産を最低

生活の維持のために活用してもなお生活に困窮している世帯ヘ生活保護費を給付します。 金

額は現在の収入等の状況により変わります。

市令和２年度から継続

生活保護
地域福祉課　☎72-2101（内線317 ・318）

【対象】 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特定貸付における総合支援

資金の再貸付を受けた者であって、 令和3年8月31日までに再貸付の最終借入月

が到来している者、 または再貸付の申請を行ったが不決定になった者 （※申請者の

世帯の収入及び資産、 申請者の求職活動の要件があります。）

【給付額】 1か月ごとに単身世帯 ： ６万円、 ２人世帯 ： ８万円、 ３人以上の世帯 ： 10万円

【支給期間】 ３か月間　　【申請期間】 ８月31日 （火） まで

新規

新型コロナ感染症生活困
窮者自立支援金

地域福祉課　生活福祉係

☎72-2101 （内線317 ・318）

国

長野県社会福祉協議会では、 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、 低所得世帯等

に対して、 生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付事業を実施しています。

受付窓口を茅野市社会福祉協議会で行っています。

【特例貸付の受付期間】 令和3年8月末まで

◎相談の受付は原則予約が必要

生活費等の必要な資金の貸付け
茅野市社会福祉協議会

☎73-4431

社令和２年度から継続

国 …国の支援策 県 …長野県の支援策 市 …茅野市の支援策 社 …社会福祉協議会の支援策
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令和３年８月１日現在の、 国 ・ 県 ・

市等による新型コロナウイルス感染

症対策の支援策をお知らせします。
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●子育て世帯

低所得の子育て世帯 （ひとり親世帯） の生活を支援するため、 特別給付金を給付します。

【対象】

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者 （給付済）

②公的年金等を受給していることにより、 令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、 児童扶養手当を受給している

方と同じ水準となっている方

【給付額】 対象児童１人当たり５万円

子育て世帯生活支援特別
給付金 （ひとり親世帯分）

こども課　こども ・ 家庭支援係

☎72-2101 （内線611 ・ 614）

国新規

低所得の子育て世帯（ひとり親以外の子育て世帯）の生活を支援するため、特別給付金を給付します。

【対象】

令和３年3月31日時点で、18歳未満の児童 （障害児の場合は20歳未満） を養育する方 （※

令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

①令和３年度の住民税が非課税の方

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月１日以降の収入が急変し、 住民税

非課税相当の収入となっている方

【給付額】 対象児童１人当たり５万円

国新規

子育て世帯生活支援特別
給付金 （ひとり親以外の子
育て世帯分）

こども課　こども ・ 家庭支援係

☎72-2101 （内線611 ・ 614）

●感染または感染の疑いで無給や減給になった方

国民健康保険被保険者で、 会社等を休み、 事業主から十分な給与等を受けられない方に、

傷病手当金を給付します。

【対象】 新型コロナウイルスに感染した、 または感染が疑われる方

【給付額】 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２/３× 

支給対象日数

市令和２年度から継続

国民健康保険の傷病手当金
高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線322）

後期高齢者医療被保険者で、会社等を休み、事業主から十分な給与等を受けられない方に、

傷病手当金を給付します。

市令和２年度から継続

後期高齢者医療の傷病手当金
高齢者・ 保険課　医療係　☎72-2101 （内線327・328）

そ
の
他

ちの泊まって応援キャンペーン
「ちの割 第２弾」

対象宿泊施設に長野県居住者が宿泊する際、 宿泊割引および地域で利用できる観光クー

ポンを配布します。

【割引金額】 １人１泊2,000円＋観光クーポン1,000円分

【割引の条件】 １人１泊あたりの基本料金が2,000円以上

【割引適用方法】 ①ちの割を適用できることを確認し、 宿泊施設を予約

 ②チェックイン時に宿泊助成金利用承諾書を記入

【割引助成人数】 35,000人 （予定）。 予定割引人数に達し次第終了

【割引対象期間】 ７月１６日 （金） チェックイン～９月３０日 （木） チェックアウトまで

市新規

ちの割専用コールセンター

☎090-7254-9781

イベントを中止などした主催者
に対する払戻請求権を放棄し
た者への寄付金控除の適用

イベント等の参加費、 入場料などの払戻を請求しなかった場合に、 放棄した金額が所得税

や個人住民税における寄附金控除 （税額控除） の対象となる場合があります。

市

税務課　市民税係

☎72-2101 （内線172〜174）

令和２年度から継続

減
免
・
猶
予

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、 一定程度収入が下がった方に対して国民健康保

険税の減免を行います。

【全額免除の対象】

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前年より３割以上減った方

②前年の合計所得が1,000万円以下

③減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下

市令和３年度分の申請

高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線322）

収入が減少し、 市税の納付が困難な場合は、 最長１年間、 市税の徴収猶予を受けることが

できます。

市令和２年度から継続

市税の徴収猶予
税務課　収税係

☎72-2101 （内線194〜199）

後期高齢者医療保険料の減免

【全額免除の対象】 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前年より３割以上減った

②前年の合計所得が1,000万円以下

③減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下

市

高齢者 ・ 保険課　医療係

☎72-2101 （内線327 ・328）

令和２年度から継続

介護保険料の減免

【全額免除の対象】 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

【所得金額により減額または免除になる対象】

主たる生計維持者の事業収入・ 不動産収入・ 山林収入・ 給与収入の減少が見込まれ、 下記

の要件に全て該当する世帯

①所得が前回より３割以上減った方

②減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が４００万円以下の世帯

市

高齢者 ・ 保険課　介護保険係

☎72-2101 （内線336 ・337）

令和２年度から継続

国民年金保険料の免除 収入の減少や失業、 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など一時的に国

民年金保険料を納付することが困難な場合、 一定の要件に該当する方は、 国民年金保険料

の免除や納付猶予を受けることができます。
岡谷年金事務所　☎23-3661

高齢者 ・ 保険課　国保年金係

☎72-2101 （内線324）

令和２年度から継続 国

●収入減により家賃が払えない方

【対象】 離職や減収などで住居を失った、 または失うおそれの ある方 （※申請者の世帯の

収入および資産、 申請者の求職活動の要件があります。）

【給付額】 単身世帯 月額31,800円以内、 ２人世帯 月額38,000円以内、

 ３～５人世帯 月額41,300円以内

【給付期間】 原則３か月、 最長９か月

【再支給】 住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、 解雇以外の離職や休業伴う収

入減少の場合でも申請により１度限り、 ３か月間の再支給ができます （9月30日

（木） までの申請受付）

住居確保給付金

地域福祉課　生活福祉係

☎72-2101 （内線317 ・318）

令和２年度から継続 市新型コロナウイルスワクチン
接種会場への送迎支援

ワクチン集団接種会場 （健康管理センター） への送迎支援として、 茅野市社会福祉協議会

が専用車両で送迎することができます。 平日の９時から17時３０分までの間で、 ワクチン接

種予約日に合わせて送迎します。 （料金は無料です）

【対象】

①自家用車の運転ができない方 （運転免許証を有しない方）

②家族の送迎が望めない方

③送迎車両に自ら乗降できる方 （乗降に介助を要する場合は介助者の同乗を求めます）

④公共交通手段を利用できない方

新規

茅野市社会福祉協議会

☎73-4431

【ワクチン接種送迎予約専用ダイヤル】

☎８２-３３９０

※接種予約日の1週間前までに予約

社

※

左
記
２
つ
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

【個人向け支援策】新型コロナウイルス感染症対策

●休業等により収入減した方

世帯の収入が国の定める最低生活費を下回っており、 世帯主、 世帯員の能力、 資産を最低

生活の維持のために活用してもなお生活に困窮している世帯ヘ生活保護費を給付します。 金

額は現在の収入等の状況により変わります。

市令和２年度から継続

生活保護
地域福祉課　☎72-2101（内線317 ・318）

【対象】 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特定貸付における総合支援

資金の再貸付を受けた者であって、 令和3年8月31日までに再貸付の最終借入月

が到来している者、 または再貸付の申請を行ったが不決定になった者 （※申請者の

世帯の収入及び資産、 申請者の求職活動の要件があります。）

【給付額】 1か月ごとに単身世帯 ： ６万円、 ２人世帯 ： ８万円、 ３人以上の世帯 ： 10万円

【支給期間】 ３か月間　　【申請期間】 ８月31日 （火） まで

新規

新型コロナ感染症生活困
窮者自立支援金

地域福祉課　生活福祉係

☎72-2101 （内線317 ・318）

国

長野県社会福祉協議会では、 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、 低所得世帯等

に対して、 生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付事業を実施しています。

受付窓口を茅野市社会福祉協議会で行っています。

【特例貸付の受付期間】 令和3年8月末まで

◎相談の受付は原則予約が必要

生活費等の必要な資金の貸付け
茅野市社会福祉協議会

☎73-4431

社令和２年度から継続

国 …国の支援策 県 …長野県の支援策 市 …茅野市の支援策 社 …社会福祉協議会の支援策
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特別経営対策資金

【限度額】 2,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【利子補助】 貸付金利1.2％のうち、 1.0％ （借入後２年間）

特別経営対策借換資金

【限度額】 3,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【貸付金利】 年利1.2％

特別経営対策資金
特別経営対策借換資金

市

商工課　商業労政係

☎72-2101 （内線434）

令和２年度から継続

農
業

【対象】 令和3年1月～ 3月の間に切り花、 特定の柑橘類 ・つまもの類などについて出荷実績が
ある生産者のうち、 対象品目の売り上げが平年より減少した生産者

【交付額】 基本単価 ： 10a当たり5万円

 施設栽培の花き等 ： 10a当たり80万円

 施設栽培の果樹 ： 10a当たり25万円

 ※ただし、 支援額は各生産者の減収額の8割まで

高収益作物次期作支援交
付金

国

農林課　農政係

☎72-2101 （内線402 ・ 403）

令和２年度から継続

給
付

【対象】 市内中小企業者等が行う感染症対策への設備投資 （換気設備、 間仕切り等）

【支給額】 補助対象経費の2/3　補助上限額　10万円　　

　　　　　　　（ちのあんしん認証EAT を取得した事業者　補助率10/10）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～９月30日

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染防
止強化対策補助事業

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 新型コロナウイルス感染症第４波の影響により売上が著しく減少した市内中小企業者等

①令和3年の3/1〜5/31の売上合計額が令和元年の同期間と比較し20％以上減少した事業者　10 万円

②令和3年4月〜5月の期間において、 市が主催、 共催する催事への中止等に伴うキャンセル
料等の実費に対し支給　上限10万円

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染症
対策緊急支援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 令和２年の売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した市内中小企業者等

【支給額】

①令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した場合　5万円

②令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し50％以上減少し、 かつ、 いずれかの
売上高または事業収入が1,000万円以上の場合　10万円

【申請期間】 受付中～令和３年８月31日

中小企業者等応援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

令和２年度から継続

【対象】 感染症に感染した方が勤務、 または居住する市内事業所、 住居等の消毒を専門の
業者に委託した経費

【補助額】 補助対象経費の10/10 （上限30万円）

消毒委託支援事業補助金
市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

【対象】 市内事業者等が営業活動のために、 従業員等が受けたPCR検査費用の一部

【補助額】 補助対象経費の2/3　　1検体あたりの上限1万円

　　　　　　　※事業者の従業員数により検体数上限あり

【補助対象期間】 令和3年4月1日～令和４年３月31日

【申請期間】 受付中～令和４年３月31日

事業者PCR検査費用補助金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

そ
の
他

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所等が特
別警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業
員等を対象に自主的に行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと

①対象期間中に複数回検査を実施した場合　補助対象経費の9/10以内 （上限23,000円）

②対象期間中に1回のみ検査を実施した場合　補助対象経費の2/3以内 （上限15,000円）

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度

県

長野県介護支援課　☎026-235-7113

新規

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所が特別
警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業員
等を対象に自主的に複数回行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと、 対象期間中に複数回検査を実施した場合、 補助対象経費の1/10 
（従業員等1人につき2回まで）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～令和４年３月31日

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度
高齢者 ・ 保険課　☎72-2101 （内線334）

新規 市

収入が減少し、 市税の納付が困難な場合は、 最長１年間、 市税の徴収猶予を受けることが

できます。市税の徴収猶予
税務課　収税係　☎72-2101 （内線194〜199）

市令和２年度から継続

【事業者向け支援策】新型コロナウイルス感染症対策

１０月から粗大ごみ・不燃物は

「諏訪南リサイクルセンター」で受け入れします

10月1日に諏訪南リサイクルセンターがオープンしま

す。 この施設は茅野市、 富士見町、 原村の資源物 ・

不燃物 ・ 粗大ごみを共同処理する施設です。 この施

設のオープンに合わせて、 茅野市不燃物処理場は閉

鎖となります。

◆施設のオープンによる変更点

１ 不燃物、 粗大ごみの持ち込み場所が茅野市不燃

物処理場から諏訪南リサイクルセンターへ変更

２ 常設リサイクルステーションが諏訪南清掃センター

敷地内から諏訪南リサイクルセンター内へ変更

３ 不燃物、 粗大ごみの持込手数料が10㎏あたり

72円から10㎏あたり200円

◆資源物分別収集品目の変更

収集品目が２つ増えて９種類１９品目になります。

１. スプレー缶は、 穴を開けずに出せるようになります!

 缶類の分別は、 「アルミ缶」 「スチール缶」 「スプレー

缶」 の3種類となります。

問　美サイクルセンター　☎72-2905

2. 小型プラスチック製品の分別収集が始まります!

今まで 「燃えるごみ」 としていた小型プラスチック製

品を資源物として回収します。

それに伴い 「その他プラスチック （容器包装プラスチッ

ク）」 を 「容器包装プラスチック」 に名称変更し、 小

型プラスチック製品 （硬質プラスチック） は 「その他

プラスチック」 として回収します。

今年のテーマは「元気で健康なまち・ひとであり続けるために」
まちづくり懇談会

申込 ・ 問　秘書広聴課　秘書広聴係　☎72-2101 （内線 121 ・ 122）

№ 開催日 時間 場所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19時～20時

19時～20時

19時～20時

11時～正午

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

湖東地区コミュニティセンター

ちの地区コミュニティセンター

中大塩地区コミュニティセンター

ワークラボ八ヶ岳

米沢地区コミュニティセンター

北山地区コミュニティセンター

宮川地区コミュニティセンター

玉川地区コミュニティセンター

豊平地区コミュニティセンター

泉野地区コミュニティセンター

金沢地区コミュニティセンター

洗面器

（プラスチック）

プラスチック製

おもちゃ

食品

保存容器

プラスチック製

食器

ストロー

CD、

CDケース

ハンガー

（プラスチック）

その他プラスチックとして収集するもの

スプレー缶は、 使用後中身を使い

切って使用後穴を開けずに、

「スプレー缶」 に分別します。

information

【要事前申込】

まちづくり懇談会 （通称 「まち懇」） は、 毎年その時

の行政課題に沿ったテーマを決め、 市民の皆さんと市

長が膝を交えて語り合う機会として開催しています。

今年度は 「スーパーシティ構想」 に応募した情報先端

技術を活用した医療や健康予防などの取り組みについ

て、 市長とスーパーシティ構想に係るアーキテクトが

説明し、 市民の皆さんと意見交換を行います。

※アーキテクトとは

スーパーシティ構想に関し、 課題設定、 事業計画、

技術を含む構造全体をリードする役割を担う

リードアーキテクト

諏訪中央病院医師　　須田 万勢

サブアーキテクト

公立諏訪東京理科大学副学長　　松江 英明

茅野市地域創生政策監　　熊谷 晃

8月2日（月）

8月4日（水）

8月18日（水）

8月22日（日）

8月23日（月）

8月24日（火）

8月31日（火）

9月6日（月）

9月8日（水）

9月13日（月）

9月15日（水）
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特別経営対策資金

【限度額】 2,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【利子補助】 貸付金利1.2％のうち、 1.0％ （借入後２年間）

特別経営対策借換資金

【限度額】 3,000万円　　　【貸付期間】 10年以内

【保証料補助】 8/10 （セーフティネット保証、 危機関連保証利用の場合は10/10）

【貸付金利】 年利1.2％

特別経営対策資金
特別経営対策借換資金

市

商工課　商業労政係

☎72-2101 （内線434）

令和２年度から継続

農
業

【対象】 令和3年1月～ 3月の間に切り花、 特定の柑橘類 ・つまもの類などについて出荷実績が
ある生産者のうち、 対象品目の売り上げが平年より減少した生産者

【交付額】 基本単価 ： 10a当たり5万円

 施設栽培の花き等 ： 10a当たり80万円

 施設栽培の果樹 ： 10a当たり25万円

 ※ただし、 支援額は各生産者の減収額の8割まで

高収益作物次期作支援交
付金

国

農林課　農政係

☎72-2101 （内線402 ・ 403）

令和２年度から継続

給
付

【対象】 市内中小企業者等が行う感染症対策への設備投資 （換気設備、 間仕切り等）

【支給額】 補助対象経費の2/3　補助上限額　10万円　　

　　　　　　　（ちのあんしん認証EAT を取得した事業者　補助率10/10）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～９月30日

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染防
止強化対策補助事業

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 新型コロナウイルス感染症第４波の影響により売上が著しく減少した市内中小企業者等

①令和3年の3/1〜5/31の売上合計額が令和元年の同期間と比較し20％以上減少した事業者　10 万円

②令和3年4月〜5月の期間において、 市が主催、 共催する催事への中止等に伴うキャンセル
料等の実費に対し支給　上限10万円

【申請期間】 受付中～令和３年10月31日

新型コロナウイルス感染症
対策緊急支援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

新規

【対象】 令和２年の売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した市内中小企業者等

【支給額】

①令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し10％以上減少した場合　5万円

②令和２年売上高または事業収入が令和元年と比較し50％以上減少し、 かつ、 いずれかの
売上高または事業収入が1,000万円以上の場合　10万円

【申請期間】 受付中～令和３年８月31日

中小企業者等応援金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

令和２年度から継続

【対象】 感染症に感染した方が勤務、 または居住する市内事業所、 住居等の消毒を専門の
業者に委託した経費

【補助額】 補助対象経費の10/10 （上限30万円）

消毒委託支援事業補助金
市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

【対象】 市内事業者等が営業活動のために、 従業員等が受けたPCR検査費用の一部

【補助額】 補助対象経費の2/3　　1検体あたりの上限1万円

　　　　　　　※事業者の従業員数により検体数上限あり

【補助対象期間】 令和3年4月1日～令和４年３月31日

【申請期間】 受付中～令和４年３月31日

事業者PCR検査費用補助金

市

商工課　工業 ・ 産業振興係

☎72-2101 （内線432）

対象は令和３年度分

そ
の
他

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所等が特
別警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業
員等を対象に自主的に行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと

①対象期間中に複数回検査を実施した場合　補助対象経費の9/10以内 （上限23,000円）

②対象期間中に1回のみ検査を実施した場合　補助対象経費の2/3以内 （上限15,000円）

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度

県

長野県介護支援課　☎026-235-7113

新規

【対象】 高齢福祉関係施設、 障害福祉関係施設の入所施設および通所 ・ 訪問事業所が特別
警報Ⅰ（警戒レベル４） 以上の発令期間および発令期間解除後２週間以内に従業員
等を対象に自主的に複数回行ったPCR 等検査に係る費用

【補助額】 検査1件ごと、 対象期間中に複数回検査を実施した場合、 補助対象経費の1/10 
（従業員等1人につき2回まで）

【補助対象期間】 令和３年４月１日～令和４年３月31日

高齢者施設等における新型
コロナウイルス感染症の自主
検査の費用助成制度
高齢者 ・ 保険課　☎72-2101 （内線334）

新規 市

収入が減少し、 市税の納付が困難な場合は、 最長１年間、 市税の徴収猶予を受けることが

できます。市税の徴収猶予
税務課　収税係　☎72-2101 （内線194〜199）

市令和２年度から継続

【事業者向け支援策】新型コロナウイルス感染症対策

１０月から粗大ごみ・不燃物は

「諏訪南リサイクルセンター」で受け入れします

10月1日に諏訪南リサイクルセンターがオープンしま

す。 この施設は茅野市、 富士見町、 原村の資源物 ・

不燃物 ・ 粗大ごみを共同処理する施設です。 この施

設のオープンに合わせて、 茅野市不燃物処理場は閉

鎖となります。

◆施設のオープンによる変更点

１ 不燃物、 粗大ごみの持ち込み場所が茅野市不燃

物処理場から諏訪南リサイクルセンターへ変更

２ 常設リサイクルステーションが諏訪南清掃センター

敷地内から諏訪南リサイクルセンター内へ変更

３ 不燃物、 粗大ごみの持込手数料が10㎏あたり

72円から10㎏あたり200円

◆資源物分別収集品目の変更

収集品目が２つ増えて９種類１９品目になります。

１. スプレー缶は、 穴を開けずに出せるようになります!

 缶類の分別は、 「アルミ缶」 「スチール缶」 「スプレー

缶」 の3種類となります。

問　美サイクルセンター　☎72-2905

2. 小型プラスチック製品の分別収集が始まります!

今まで 「燃えるごみ」 としていた小型プラスチック製

品を資源物として回収します。

それに伴い 「その他プラスチック （容器包装プラスチッ

ク）」 を 「容器包装プラスチック」 に名称変更し、 小

型プラスチック製品 （硬質プラスチック） は 「その他

プラスチック」 として回収します。

今年のテーマは「元気で健康なまち・ひとであり続けるために」
まちづくり懇談会

申込 ・ 問　秘書広聴課　秘書広聴係　☎72-2101 （内線 121 ・ 122）

№ 開催日 時間 場所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19時～20時

19時～20時

19時～20時

11時～正午

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

19時～20時

湖東地区コミュニティセンター

ちの地区コミュニティセンター

中大塩地区コミュニティセンター

ワークラボ八ヶ岳

米沢地区コミュニティセンター

北山地区コミュニティセンター

宮川地区コミュニティセンター

玉川地区コミュニティセンター

豊平地区コミュニティセンター

泉野地区コミュニティセンター

金沢地区コミュニティセンター

洗面器

（プラスチック）

プラスチック製

おもちゃ

食品

保存容器

プラスチック製

食器

ストロー

CD、

CDケース

ハンガー

（プラスチック）

その他プラスチックとして収集するもの

スプレー缶は、 使用後中身を使い

切って使用後穴を開けずに、

「スプレー缶」 に分別します。

information

【要事前申込】

まちづくり懇談会 （通称 「まち懇」） は、 毎年その時

の行政課題に沿ったテーマを決め、 市民の皆さんと市

長が膝を交えて語り合う機会として開催しています。

今年度は 「スーパーシティ構想」 に応募した情報先端

技術を活用した医療や健康予防などの取り組みについ

て、 市長とスーパーシティ構想に係るアーキテクトが

説明し、 市民の皆さんと意見交換を行います。

※アーキテクトとは

スーパーシティ構想に関し、 課題設定、 事業計画、

技術を含む構造全体をリードする役割を担う

リードアーキテクト

諏訪中央病院医師　　須田 万勢

サブアーキテクト

公立諏訪東京理科大学副学長　　松江 英明

茅野市地域創生政策監　　熊谷 晃

8月2日（月）

8月4日（水）

8月18日（水）

8月22日（日）

8月23日（月）

8月24日（火）

8月31日（火）

9月6日（月）

9月8日（水）

9月13日（月）

9月15日（水）
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